
映画上映
（2回上映）

令和8年8月1日㈯ ①14：00～（開場13：15）
②18：30～（開場17：45）

■主催 ： 美浜町人権尊重啓発協議会  　■共催 ： 美浜町・美浜町教育委員会

「猫と私と、もう１人のネコ」
（約100分）

美浜町生涯学習センターなびあす美浜町生涯学習センターなびあす会 場

日 時 入場無料
（事前申込不要）

2026 第3回　町民人権講座（通算173回）



■アクセス 
【お車ご利用の場合】 舞鶴若狭自動車道若狭美浜ICより小浜方面へ約10分。
 もしくは若狭三方ICより敦賀方面へ約10分。
 なびあす駐車場（無料）をご利用ください。
【電車ご利用の場合】 JR小浜線美浜駅より徒歩約10分。

お問い合わせ 美浜町人権尊重啓発協議会事務局 （生涯学習センターなびあす内）
〒919-1141 福井県三方郡美浜町郷市29-3
E-mail   jinkenkyo@town.fukui-mihama.lg.jp
（8：30～17：15／休館日 ： 月曜日）

TEL. 0770-32-1212

会場 美浜中央
小学校

はまびより

人権協HP
　アドレス▶

《ヤングケアラーとは》
本来大人が担うようなケア責任を引き受け、家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを日常的に行っ
ている18歳未満の子どものことです。子どもが家事を手伝ったり、家族の世話をすることは、ごく普通ですが、
問題なのは、子どもができる範囲を超えて、心身に大きな負担がかかっているということです。本来なら受け取
れたはずの勉強に励む時間、部活に打ち込む時間、将来に思いを巡らせる時間、友人との他愛無い時間…こ
れらの「こどもとしての時間」と引き換えに、家事や家族の世話をしているのです。また、本人や家族に自覚が
なく、家庭内のデリケートな問題を知られたくないと隠したり、ケアの担い手であることが当たり前の暮らしの
中で、それをどう伝えたらよいのか、誰に伝えたらいいのかを悩む子どもたちも多くいます。


